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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（国外財産調書及び財産債務調書関係）の取扱い 
（別 紙） 

新 旧 対 照 表 
 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 
用語の意義 

 

本通達において、次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次

に定めるところによる。 

法 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律（平成９年法律第110号）をいう。 

令 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律施行令（平成９年政令第363号）をいう。 

規則 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律施行規則（平成９年大蔵省令第96号）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の意義 

 

本通達において、次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次

に定めるところによる。 

法 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律（平成９年12月５日法律第110号）をいう。 

令 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律施行令（平成９年12月17日政令第363号）をいう。 

規則 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の

提出等に関する法律施行規則（平成９年12月25日大蔵省令第96号）を

いう。 
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改 正 後 改 正 前 
（有価証券の内外判定） 

５－８ 

有価証券（相続税法（昭和 25 年法律第 73 号）第 10 条第１項第７号から第９号ま

でに掲げる財産に係る有価証券並びに同条第２項及び規則第 12 条第３項第２号か

ら第４号までに規定する財産に係る有価証券をいう。以下この項において同じ。）の

所在については、その年の 12 月 31 日における次の有価証券の区分に応じた場所に

より判定することに留意する。 

⑴～⑵（省 略） 

 

（有価証券等の取得価額の例示） 

５－12 

規則別表第一に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産(規則

別表第一備考四に規定する特定有価証券に該当する有価証券を除く。）が、法第６条

の２第５項の規定により同条第１項又は第３項に規定する財産債務調書への記載を

要しない財産である場合には、国外財産調書にその財産の取得価額を記載すること

となるのであるが、その取得価額は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法に

より算定することができる。 

⑴～⑵（省 略） 

 

（法第６条第１項及び第３項の適用の判断の基となる国外財産調書） 

６－４ 

法第６条第１項及び第３項の規定の適用は、同条第２項若しくは第４項又は令第

12 条第１項各号に規定する国外財産調書により判定するのであるから、これらの規

定に規定する国外財産調書以外の国外財産調書に法第６条第１項に規定する「当該

修正申告等の基因となる国外財産」の記載があった場合でも、同条第３項第２号の

「記載がない場合」に該当することに留意する。 

 

（法第６条第７項の規定により読み替えられた同条第３項の「修正申告等の基因と

なる相続国外財産についての記載がない場合」の範囲） 

６－10 

法第６条第７項第２号の規定により読み替えられた同条第３項の「第２号に掲げ

る場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国

（有価証券の内外判定） 

５－８ 

有価証券（相続税法（昭和 25 年３月 31 日法律第 73 号）第 10 条第１項第７号か

ら第９号までに掲げる財産に係る有価証券並びに同条第２項及び規則第 12 条第３

項第２号から第４号までに規定する財産に係る有価証券をいう。以下この項におい

て同じ。）の所在については、その年の 12 月 31 日における次の有価証券の区分に応

じた場所により判定することに留意する。 

⑴～⑵（同 左） 

 

（有価証券等の取得価額の例示） 

５－12 

規則別表第一に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産(規則

別表第一備考四に規定する特定有価証券に該当する有価証券を除く。）が、法第６条

の２第３項の規定により同条第１項に規定する財産債務調書への記載を要しない財

産である場合には、国外財産調書にその財産の取得価額を記載することとなるので

あるが、その取得価額は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法により算定す

ることができる。 

⑴～⑵（同 左） 

 

（法第６条第１項及び第３項の適用の判断の基となる国外財産調書） 

６－４ 

法第６条第１項及び第３項の規定の適用は、同条第２項若しくは第４項各号又は

令第 12 条第１項に規定する国外財産調書により判定するのであるから、これらの規

定に規定する国外財産調書以外の国外財産調書に法第６条第１項に規定する「当該

修正申告等の基因となる国外財産」の記載があった場合でも、同条第３項第２号の

「記載がない場合」に該当することに留意する。 

 

（法第６条第７項の規定により読み替えられた同条第３項の「修正申告等の基因と

なる相続国外財産についての記載がない場合」の範囲） 

６－10 

法第６条第７項第２号の規定により読み替えられた同条第３項の「第２号に掲げ

る場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる相続国
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改 正 後 改 正 前 
外財産についての記載がない場合」には、当該国外財産調書に当該修正申告等の基

因となる相続国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分で

あると認められる場合が含まれることに留意する。 

 

（規則別表第三（六）、（十一）、（十四）、（十五）の財産の例示） 

６の２－４ 

⑴～⑶（省 略） 

⑷ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十五）その他の財産」に該当

する。 

 イ（省 略） 

 ロ 規則第 12 条第３項第１号に規定する「預託金又は委託証拠金その他の保証

金」 

  （注） 規則第 12 条第３項第１号に規定する「預託金」及び「委託証拠金その

他の保証金」の意義については、５－７⑴参照。 

ハ～ホ（省 略） 

ヘ 財産的価値のある暗号資産（資金決済に関する法律（平成 21 年法律第 59 号）

第２条第 14 項に規定する「暗号資産」等） 

 

（財産債務調書の財産の記載事項） 

６の２－６ 

財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在については、規則別表

第三に規定する（一）から（十五）までの財産の区分に応じて、同別表の「記載事

項」に規定する「種類別」、「用途別」（一般用及び事業用の別）並びに「所在別」の

「数量」及び「価額」を記載するのであるが、以下のとおり記載することとして差

し支えないことに留意する。 

⑴～⑷（省 略） 

⑸ 規則別表第三に規定する（六）に該当する財産のうち、租税特別措置法（昭和

32 年法律第 26 号）第 37 条の 11 の３第３項第１号《特定口座内保管上場株式等

の譲渡等に係る所得計算等の特例》に規定する特定口座、同法第 37 条の 14 第５

項第１号《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》に規定す

る非課税口座又は同法第 37 条の 14 の２第５項第１号《未成年者口座内の少額上

場株式等に係る譲渡所得等の非課税》に規定する未成年者口座に係る振替口座簿

外財産について記載がない場合」には、当該国外財産調書に当該修正申告等の基因

となる相続国外財産について記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であ

ると認められる場合が含まれることに留意する。 

 

（規則別表第三（六）、（十一）、（十四）、（十五）の財産の例示） 

６の２－４ 

⑴～⑶（同 左） 

⑷ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十五）その他の財産」に該当

する。 

 イ（同 左） 

 ロ 規則第 12 条第３項第１号に規定する「預託金又は委託証拠金その他の保証

金」 

  （注） 規則第 12 条第３項第１号に規定する「預託金」の意義については、５

－７⑴参照。 

ハ～ホ（同 左） 

ヘ 財産的価値のある暗号資産（資金決済に関する法律（平成 21 年法律第 59 号）

第２条第５項に規定する「暗号資産」等） 

 

（財産債務調書の財産の記載事項） 

６の２－６ 

財産債務調書に記載する財産の種類、数量、価額及び所在については、規則別表

第三に規定する（一）から（十五）までの財産の区分に応じて、同別表の「記載事

項」に規定する「種類別」、「用途別」（一般用及び事業用の別）並びに「所在別」の

「数量」及び「価額」を記載するのであるが、以下のとおり記載することとして差

し支えないことに留意する。 

⑴～⑷（同 左） 

⑸ 規則別表第三に規定する（六）に該当する財産のうち、租税特別措置法（昭和

33 年法律第 26 号）第 37 条の 11 の３《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係

る所得計算等の特例》に規定する特定口座、同法第 37 条の 14《非課税口座内の

少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》に規定する非課税口座又は同法第 37

条の 14 の２第１項《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課

税》に規定する未成年者口座に保管の委託がされているものについては、銘柄別
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改 正 後 改 正 前 
（社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）に規定する振替口

座簿をいう。）に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされてい

るものについては、銘柄別に区分することなく記載すること。 

⑹（省 略） 

⑺ 所得税法施行規則第 47 条の３《事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内

訳書》の確定申告書又は同規則第 65 条第 1 項《青色申告書に添付すべき書類》の

青色申告書に添付すべき書類（収支内訳書又は青色申告決算書）の「減価償却費

の計算」欄に所得税法第２条第１項第 19 号《定義》に規定する減価償却資産とし

て記載されている財産については、その減価償却資産の価額の総額を記載するこ

と。 

 （注） この場合においては、国内及び国外に所在する財産を保有している場合 

は、国内と国外に分けて総額を記載することに留意する。 

 

（有価証券の所在） 

６の２－７ 

有価証券（相続税法第 10 条第１項第７号から第９号までに掲げる財産に係る有価

証券並びに同条第２項及び規則第 12 条第３項第２号から第４号までに規定する財

産に係る有価証券をいう。以下この項において同じ。）の所在については、その年の

12 月 31 日における次の有価証券の区分に応じた場所を記載することに留意する。 

⑴ 金融商品取引業者等（法第２条第７号に規定する金融商品取引業者等をいう。

以下この項において同じ。）の営業所又は事務所に開設された口座に係る振替口座

簿（令第 10 条第２項に規定する振替口座簿をいう。）に記載若しくは記録がされ、

又は当該口座に保管の委託がされている有価証券 

当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所又は事務所の所在 

⑵（省 略） 

 

（見積価額の例示） 

６の２－11 

規則第 15 条第４項が準用する規則第 12 条第５項に規定する「見積価額」は、同

項括弧書に規定する棚卸資産又は減価償却資産に係る見積価額のほか、規則別表第

三に掲げる財産の区分に応じ、例えば、次に掲げる方法により算定することができ

ることに留意する。 

に区分することなく記載すること。 

 

 

⑹（同 左） 

⑺ 所得税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 11 号）第 47 条の３《事業所得等に係

る総収入金額及び必要経費の内訳書》の確定申告書又は同規則第 65 条第 1 項《青

色申告書に添付すべき書類》の青色申告書に添付すべき書類（収支内訳書又は青

色申告決算書）の「減価償却費の計算」欄に所得税法第２条第１項第 19 号《定義》

に規定する減価償却資産として記載されている財産については、その減価償却資

産の価額の総額を記載すること。 

 （注） この場合においては、国内及び国外に所在する財産を保有している場合 

は、国内と国外に分けて総額を記載することに留意する。 

 

（有価証券の所在） 

６の２－７ 

有価証券（相続税法第 10 条第１項第７号から第９号までに掲げる財産に係る有価

証券並びに同条第２項及び規則第 12 条第３項第２号から第４号までに規定する財

産に係る有価証券をいう。以下この項において同じ。）の所在については、その年の

12 月 31 日における次の有価証券の区分に応じた場所を記載することに留意する。 

⑴ 金融商品取引業者等（法第２条第７号に規定する金融商品取引業者等をいう。

以下同じ。）の営業所又は事務所に開設された口座に係る振替口座簿（令第 10 条

第２項に規定する振替口座簿をいう。）に記載若しくは記録がされ、又は当該口座

に保管の委託がされている有価証券 

当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所又は事務所の所在 

⑵（同 左） 

 

（見積価額の例示） 

６の２－11 

規則第 15 条第４項が準用する場合における規則第 12 条第５項に規定する「見積

価額」は、同項括弧書に規定する棚卸資産又は減価償却資産に係る見積価額のほか、

規則別表第三に掲げる財産の区分に応じ、例えば、次に掲げる方法により算定する

ことができることに留意する。 
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改 正 後 改 正 前 
⑴ 規則別表第三（一）に掲げる財産（土地） 

イ その年の 12 月 31 日が属する年中に課された固定資産税の計算の基となる固

定資産税評価額（地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 381 条《固定資産課税

台帳の登録事項》の規定により登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。

なお、その財産に対して、外国又は外国の地方公共団体の定める法令により固定

資産税に相当する租税が課される場合には、その年の 12 月 31 日が属する年中

に課された当該租税の計算の基となる課税標準額とする。）。 

 

ロ～ハ（省 略） 

⑵～⑿（省 略） 

⒀ 規則別表第三（十五）に掲げる財産（その他の財産） 

イ 規則第 12 条第２項に規定する「保険（共済を含む。）の契約に関する権利」に

ついては、その年の 12 月 31 日にその保険の契約を解約することとした場合に

支払われることとなる解約返戻金の額。 

ただし、その年中の 12 月 31 日前の日において解約することとした場合に支

払われることとなる解約返戻金の額をその保険の契約をした保険会社等から入

手している場合には、当該額によることとして差し支えない。 

ロ～ホ（省 略） 

 

（有価証券等の取得価額の例示） 

６の２－13 

規則別表第三に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産(規則

別表第三備考三に規定する特定有価証券に該当する有価証券を除く。）の取得価額

は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法により算定することができる。 

⑴（省 略） 

⑵ 規則別表第三（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）又は(九)に

掲げる財産（未決済デリバティブ取引に係る権利）について、当該財産のその年

の 12 月 31 日における価額を６の２－11⑺又は⑻に掲げる方法より算出した価額

により記載する場合にはゼロ。 

 

（同一人から２以上の財産債務調書の提出があった場合の取扱い） 

６の２－18 

⑴ 規則別表第三（一）に掲げる財産（土地） 

イ その年の 12 月 31 日が属する年中に課された固定資産税の計算の基となる固

定資産税評価額（地方税法第 381 条（昭和 25 年７月 31 日法律第 226 号）《固定

資産課税台帳の登録事項》の規定により登録された基準年度の価格又は比準価格

をいう。 

なお、その財産に対して、外国又は外国の地方公共団体の定める法令により固

定資産税に相当する租税が課される場合には、その年の 12 月 31 日が属する年

中に課された当該租税の計算の基となる課税標準額とする。）。 

ロ～ハ（同 左） 

⑵～⑿（同 左） 

⒀ 規則別表第三（十五）に掲げる財産（その他の財産） 

イ 規則第 12 条第２項に規定する「保険（共済を含む）の契約に関する権利」に

ついては、その年の 12 月 31 日にその保険の契約を解約することとした場合に

支払われることとなる解約返戻金の額。 

ただし、その年中の 12 月 31 日前の日において解約することとした場合に支

払われることとなる解約返戻金の額をその保険の契約をした保険会社等から入

手している場合には、当該額によることとして差し支えない。 

ロ～ホ（同 左） 

 

（有価証券等の取得価額の例示） 

６の２－13 

規則別表第三に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当する財産(規則

別表第三備考三に規定する特定有価証券に該当する有価証券を除く。）の取得価額

は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法により算定することができる。 

⑴（同 左） 

⑵ 規則別表第三（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）又は(九)に

掲げる財産（未決済デリバティブ取引に係る権利）について、当該財産のその年

の 12 月 31 日における価額を６の２－11(７)又は（８）に掲げる方法より算出し

た価額により記載する場合にはゼロ。 

 

（同一人から２以上の財産債務調書の提出があった場合の取扱い） 

６の２－18 
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改 正 後 改 正 前 
財産債務調書の提出期限内に同一人から財産債務調書が２以上提出された場合に

は、特段の申出（財産債務調書の提出期限内における申出に限る。）がない限り、当

該２以上の財産債務調書のうち最後に提出された財産債務調書をもって、法第６条

の２第１項又は第３項の規定により提出された財産債務調書とする。 

 

（財産債務に基因して生ずる所得に該当しないもの） 

６の３－２ 

人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質

を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬（株式を無償又は有利な価額で取

得することができる権利その他これに類する権利の行使による経済的利益を除く。）

については、法第６条の３第１項に規定する「財産若しくは債務に関して生ずる所

得で政令で定めるもの」に該当しないため、同項及び同条第２項の規定は適用され

ないことに留意する。 

 

（重要なものの記載が不十分であると認められる場合） 

６の３－３ 

法第６条の３第２項第３号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載

が不十分であると認められる場合」とは、規則第 15 条第１項の規定により財産債務

調書に記載すべき事項（以下この項において「記載事項」という。）について誤りが

あり、又は記載事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる財産債務の

特定が困難である場合をいう。 

 

（法第６条の３第１項及び第２項の適用の判断の基となる財産債務調書） 

６の３－４ 

法第６条の３第１項及び第２項の規定の適用は、同条第１項において準用する法

第６条第２項若しくは法第６条の３第２項において準用する法第６条第４項（第１

号に係る部分に限る。）又は令第 12 条の４において準用する令第 12 条第１項各号に

規定する財産債務調書により判定するのであるから、これらの規定に規定する財産

債務調書以外の財産債務調書に法第６条の３第１項に規定する「当該修正申告等の

基因となる財産又は債務」の記載があった場合でも、同条第２項第３号の「記載が

ない場合」に該当することに留意する。 

 

財産債務調書の提出期限内に同一人から財産債務調書が２以上提出された場合に

は、特段の申出（財産債務調書の提出期限内における申出に限る。）がない限り、当

該２以上の財産債務調書のうち最後に提出された財産債務調書をもって、法第６条

の２第１項の規定により提出された財産債務調書とする。 

 

（財産債務に基因して生ずる所得に該当しないもの） 

６の３－２ 

人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質

を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬（株式を無償又は有利な価額で取

得することができる権利その他これに類する権利の行使による経済的利益を除く。）

については、法第６条の３第１項に規定する「財産又は債務に関して生じる所得で

政令で定めるもの」に該当しないため、同項及び同条第２項の規定は適用されない

ことに留意する。 

 

（重要なものの記載が不十分であると認められる場合） 

６の３－３ 

法第６条の３第２項第２号に規定する「記載すべき事項のうち重要なものの記載

が不十分であると認められる場合」とは、規則第 15 条第１項の規定により財産債務

調書に記載すべき事項（以下この項において「記載事項」という。）について誤りが

あり、又は記載事項の一部が欠けていることにより、所得の基因となる財産債務の

特定が困難である場合をいう。 

 

（法第６条の３第１項及び第２項の適用の判断の基となる財産債務調書） 

６の３－４ 

法第６条の３第１項及び第２項の規定の適用は、同条第１項において準用する法

第６条第２項若しくは法第６条の３第２項において準用する法第６条第４項又は令

第 12 条の４において準用する令第 12 条第１項各号に規定する財産債務調書により

判定するのであるから、これらの規定に規定する財産債務調書以外の財産債務調書

に法第６条の３第１項に規定する「当該修正申告等の基因となる財産又は債務」の

記載があった場合でも、同条第２項第２号の「記載がない場合」に該当することに

留意する。 
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改 正 後 改 正 前 
（財産債務調書の提出期限前にあった修正申告等に係る過少申告加算税等の特例適

用） 

６の３－６ 

法第６条の３第１項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に

関する修正申告等（法第６条第１項に規定する修正申告等をいう。）が、法第６条の

３第１項において準用する法第６条第２項各号に定める財産債務調書の提出期限前

にあった場合において、当該修正申告等があった時までに法第６条の３第１項にお

いて準用する法第６条第２項各号に定める財産債務調書が提出され、かつ、当該財

産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務の記載があるときは、法第

６条の３第１項において準用する法第６条第１項の規定の適用があることに留意す

る。 

 

（財産債務調書の提出を要しない者から提出された財産債務調書の取扱い） 

６の３－７ 

提出された財産債務調書に記載された財産の価額によれば法第６条の２第１項

（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第３項（同条第４

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による財産債務調書の提出

を要しない者から提出された財産債務調書は、法第６条の３第１項において準用す

る法第６条第２項若しくは法第６条の３第２項において準用する法第６条第４項

（第１号に係る部分に限る。）又は令第 12 条の４において準用する令第 12 条第１項

各号に規定する財産債務調書に該当しないことに留意する。 

（財産債務調書の提出期限前にあった修正申告等に係る過少申告加算税等の特例適

用） 

６の３－６ 

法第６条の３第１項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に

関する修正申告等（法第６条第１項に規定する修正申告等をいう。）が、法第６条の

３第１項において準用する法第６条第２項各号に定める財産債務調書の提出期限前

にあった場合において、当該修正申告等があった時までに法第６条の３第１項にお

いて準用する法第６条第２項各号に定める財産債務調書が提出され、かつ、当該財

産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務の記載があるときは法第６

条の３第１項において準用する法第６条第１項の規定の適用があることに留意す

る。 

 

（財産債務調書の提出を要しない者から提出された財産債務調書の取扱い） 

６の３－７ 

提出された財産債務調書に記載された財産の価額によれば法第６条の２第１項

（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による財産債務

調書の提出を要しない者から提出された財産債務調書は、法第６条の３第１項にお

いて準用する法第６条第２項及び法第６条の３第２項において準用する法第６条第

４項（第１項に係る部分に限る。）又は令第 12 条の４において準用する令第 12 条第

１項の規定が適用される財産債務調書に該当しないことに留意する。 

 

 


